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1 地方公会計制度の概要

国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されて

きました。ところが単式簿記は、発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去か

ら積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと、また減価償却や引当金といった

会計手続きの概念がないといった弱点がありました。

このことから、総務省は「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関す

る法律」の成立をうけ、地方の資産・債務改革の一環として、自治体の資産や債務の管理

に必要な公会計をさらに整備することを目的に、「新地方公会計制度研究会」を発足させま

した。同研究会からは平成１８年５月に「新地方公会計制度研究会報告書」が公表され、

続けて同年８月には総務省から「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指

針」が示されました。

この指針では、地方公共団体の公会計の整備について、国の作成基準に準拠した新たな

方式による財務書類（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算

書）の作成及び開示を行うよう、要請がされました。

この要請に基づき各地方公共団体では公会計の整備を着々と進めていきましたが、総務

省は当初、新地方公会計制度の導入にあたり、「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」

の二つのモデルを示していました。しかしながら、東京都の東京都方式、大阪府の大阪府

方式など、形式が複数あることで他団体比較ができない等の問題が生じていたため、平成

２５年８月に「研究会 中間とりまとめ」が公表、平成２６年３月に「地方自治体におけ

る固定資産台帳の整備等に関する作業部会報告書」「財務書類作成基準に関する作業部会報

告書」が公表されました。

そして、平成２７年１月に統一的な基準による地方公会計マニュアルが公表され、すべ

ての地方公共団体に、この統一的な基準での財務書類を平成３０年３月までに作成するよ

う要請されました。

2 須崎市の取り組み

こうした状況の中、須崎市では、平成２６年度決算から、「統一的な基準」により、固定

資産台帳の整備を行いました。そのうえで一般会計だけでなく、特別会計も含む全体会計

の財務書類を作成しています。

このことにより、現金の取引情報にとどまらず資産や負債の状況も把握できるようにな

りました。住民にとっても須崎市の財務状況がどういったものであるかを判断することが

出来る材料の１つになっているものと考えられます。

Ⅰ 須崎市の財務書類の公表について
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3 統一的な基準の特徴

地方公会計制度の導入にあたり、総務省は「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」

の二つのモデルを示していました。「総務省方式改訂モデル」は、既存の決算統計情報を活

用して、土地や建物などの資産評価を行い、段階的に固定資産台帳を整備しながら公共資

産の評価を行っていく方法です。これに対し、「基準モデル」は最初に全ての固定資産の洗

い出しを行い、公正価値で把握した上で、個々の取引情報を発生主義により複式記帳して

財務書類を作成する方法です。そのため、次年度以降の固定資産増減を明確に把握できる

特徴があります。

この「総務省方式改訂モデル」と「基準モデル」の良い特徴を併せ持ったのが「統一基

準」といえます。

4 作成基準日

作成基準日は、各会計年度の最終日としました。今回の平成２８年度決算分では平成２

９年３月３１日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間（翌年度

４月１日から５月３１日までの間）の収支については、基準日までに終了したものとみな

して取り扱っています。

5 作成対象とする範囲

※全体会計とは、一般会計に特別会計や公営企業会計を含めた会計で、連結会計とは、単

体会計に一部事務組合などの関係団体を含めたものです。一部事務組合・広域連合に関し

ましては、財務４表の提供があった団体のみを連結対象としています。

須崎市（会計_全体・連結範囲）
会計/事業

一般会計
住宅新築資金等特別会計
バス事業特別会計
スクールバス特別会計
国民健康保険特別会計
下水道事業特別会計
漁業集落排水事業特別会計
介護保険事業特別会計
巡航船事業特別会計
後期高齢者事業特別会計

地方公営企業会計（法適用） 水道事業特別会計
須崎市土地開発公社 全部
（株）須崎市道の駅 全部
須崎市社会福祉協議会 全部
高幡広域市町村圏事務組合（一般会計） 比例 22.33%

高幡広域市町村圏事務組合（特別会計） 比例 43.64%

高幡東部清掃組合 比例 64.82%

高幡消防組合 比例 29.39%

高陵特別養護老人ホーム 比例 25.00%

高幡障害者支援施設組合（葉山荘） 比例 6.17%

高知県広域食肉センター組合 比例 3.52%

こうち人づくり広域連合 比例 3.02%

高知県後期高齢者広域連合 比例 3.31%

連結
方法

比例連結

割合

第三セクター等

一部事務組合

財務書類

連結

全体

一般会計等

公営事業会計
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１．貸借対照表（平成 29 年３月 31 日現在）

地方公共団体の決算書は、１年間で、どのような収入がいくらあり、その収入を何にいくら使ったか、という単年度の状況は把握できますが、現在、ど

れだけの資産や負債があるのか、という情報は把握できません。

この貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。

左側の「資産」は、保有する資産の内容や額が記載してあります。右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置をして

きたかを表しています。「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととらえることができ、一方で、「純資産」は、今後負

担する必要性のない世代の負担、言い換えればこれまでの世代や現在の世代、または国・県等が負担した分となります。

単位：千円
一般等 全体 連結 一般等 全体 連結

1.固定資産 65,960,455 77,266,315 78,107,092 1.固定負債 17,913,272 25,440,564 25,667,763
（1）事業用資産 17,155,430 17,155,430 17,524,561 （1）地方債 16,043,247 22,553,921 22,575,015
（2）インフラ資産 44,599,845 55,533,895 55,534,056 （2）長期未払金 0 0 0
（3）物品 116,037 425,780 439,480 （3）退職手当引当金 1,870,025 1,910,417 2,110,318
（4）無形固定資産 802,980 803,002 803,431 （4）損失補償等引当金 0 0 0
（5）投資及び出資金 415,943 415,943 120,421 （5）その他 0 976,226 982,430
（6）投資損失引当金 0 0 0 2.流動負債 2,566,010 3,327,378 3,658,232
（7）長期延滞債権 1,403,954 1,465,094 1,465,977 （1）1年内償還予定地方債 2,071,354 2,581,463 2,770,415
（8）長期貸付金 40,741 40,741 40,741 （2）未払金 0 49,925 86,525
（9）基金 1,429,950 1,436,698 2,188,693 （3）未払費用 0 0 5,128
（10）その他 0 0 0 （4）前受金 0 0 1,149
（11）徴収不能引当金 -4,426 -10,269 -10,269 （5）前受収益 0 0 0

2.流動資産 1,119,778 1,936,154 2,821,796 （6）賞与等引当金 125,996 145,458 165,300
（1）現金預金 709,361 1,335,110 1,699,629 （7）預り金 112,827 112,827 113,802
（2）未収金 61,706 121,036 154,576 （8）その他 255,832 437,705 515,913
（3）短期貸付金 21,469 21,469 21,469 負債合計 20,479,282 28,767,942 29,325,995
（4）基金 329,263 468,875 472,616 純資産の部
（5）棚卸資産 0 2,153 485,720 純資産合計 46,600,951 50,434,527 51,602,893
（6）その他 0 80 357 （1）固定資産等形成分 66,311,187 77,756,659 78,601,177
（7）徴収不能引当金 -2,020 -12,570 -12,570 （2）余剰分（不足分） -19,710,236 -27,322,132 -26,998,284

67,080,233 79,202,469 80,928,888 負債及び純資産合計 67,080,233 79,202,469 80,928,888
※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

貸借対照表

資産の部 負債の部

資産合計

Ⅱ 須崎市の財務書類について
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用語解説（貸借対照表）

固定資産

事業用資産 公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の

資産（例：庁舎、学校、公民館、市営住宅、福祉施設など）

固定負債

地方債 地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が 1 年

超のもの

インフラ資産 社会基盤となる資産

（例：道路、橋、公園、上下水道施設など）

長期未払金 自治法第 214 条に規定する債務負担行為で確定債務とみ

なされるもの及びその他の確定債務のうち流動負債に区

分されるもの以外

物品 車輛、物品、美術品 退職手当引当金 期末自己都合要支給額のうちの負債額

無形固定資産

投資及び出資金

投資損失引当金

ソフトウェア、ソフトウェア（リース）

有価証券、出資金、出損金

保有株式の実質価格が低下した場合に計上

損失補償等引当金 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、

地方公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含

めた将来負担額を計上

長期延滞債権 滞納繰越調定収入未済分（過年度調定） その他 上記以外の固定負債

長期貸付金 自治法第 240 条第１項に規定する債権である貸付金

（流動資産に区分されるもの以外）

流動負債

1年内償還予定地方債 地方公共団体が発行した地方債のうち、1年以内に償還予定のもの

基金

その他

流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基

金）

上記以外及び徴収不能引当金以外のもの

未払金 基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、そ

の金額が確定し、または合理的に見積もることができる

もの

徴収不能引当金

流動資産

現金預金

未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見

込額（不納欠損額）を見積もったもの

手元現金や普通預金など

未払費用 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場

合、基準日時点において既に提供された役務に対して未

だその対価の支払を終えていないもの

未収金 税金や使用料などの未収金（現年度調定収納未済額） 前受金 基準日時点において、代金の受入は受けているが、これ

に対する義務の履行を行っていないもの

短期貸付金

基金

貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの

財政調整基金

前受収益 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点に

おいて未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの

棚卸資産

その他

売却目的保有資産（量水器等）

上記以外及び徴収不能引当金以外のもの

賞与等引当金 基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤務手当及

び福利厚生費

徴収不能引当金 未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見

込額（不納欠損額）を見積もったもの（長期延滞債権分）

預り金 基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る

見返負債

その他 上記以外の流動負債
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２．行政コスト計算書（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日）

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書に相当する計算書で、行政運営にかかったコストのうち、資産形成につながらない行政サービスに要したコ

ストを表したものです。例えば、人的サービスや各種給付サービスなどが該当します。また、実際に現金の支出を伴うサービスのほかに、減価償却費や退

職手当引当金などの現金支出を伴わないコストまでを含んで表しています。

さらに、その行政サービスの提供に対する直接の対価である使用料や手数料といった受益者負担がどの程度あったかを把握することができます。

経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の市税や地方交付税、国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコスト

を表すことになります。

こうしたコストを把握することは、市の内部的には行政活動の効率性につながり、また、単年度の資産形成費用の多寡にのみ着目せずに、長期的なコス

ト意識を醸成することにもつながるものと考えられます。さらにこれらのコストに対し、使用料等の住民負担がどうであったかを明らかにすることもでき

ます。

用語解説（行政コスト計算書）

経常費用

業務費用

人件費・・・職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額

など

物件費等・・・職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、

施設等維持修繕にかかる経費や事業用資産の減価償却

費など

その他の業務費用・・・支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過

誤納還付など

移転費用・・・住民への補助金や生活保護費などの社会保障給付費など

経常収益

使用料及び手数料・・財・サービスの対価として徴収する金銭

その他・・・過料、預金利子など

臨時損失・・・資産除売却損

臨時収益・・・資産売却益、受取配当金

単位：千円

一般等 全体 連結

13,482,068 20,103,478 23,276,668

1.業務費用 7,591,957 8,927,768 9,751,525

（1）人件費 2,202,064 2,441,346 3,003,372

（2）物件費等 5,042,219 5,947,234 6,132,493

（3）その他の業務費用 347,675 539,188 615,659

2.移転費用 5,890,111 11,175,710 13,525,143

433,161 1,004,969 1,291,911

269,905 825,069 836,206

163,255 179,900 455,706

13,048,907 19,098,509 21,984,757

43,749 220,956 228,861

129,674 132,000 139,748

12,962,981 19,187,465 22,073,870

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

純経常行政コスト

臨時損失

臨時収益

純行政コスト

行政コスト計算書

経常費用

経常収益

1.使用料及び手数料

2.その他
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３．純資産変動計算書（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日）

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産（過去・現在世代等による負担）が、1年間でどのような要因で増減したかを表すもので、本年度末純資産残

高は貸借対照表の純資産合計と一致します。行政コスト計算書には計上されていない、税収や国県支出金等が、本表の財源の調達欄に計上されています。

また、「純行政コスト」の額は、行政コスト計算書の純行政コスト（「経常費用―経常収益＋臨時損失―臨時収益」）であり、純資産変動計算書上はマイナス

表記となっています。

用語解説（純資産変動計算書）

前年度末純資産残高

・・・前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表の金額）

純行政コスト

・・・行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスな

ど、資産形成につながらない行政サービスに係る費用

財源

税収等・・・地方税、地方交付税、地方贈与税など

国庫等補助金・・・国庫支出金及び都道府県支出金など

資産評価差額・・・有価証券等の評価差額

無償所管替等・・・無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など

その他・・・上記以外の純資産の変動（調査判明の資産）

単位：千円

一般等 全体 連結

33,305,434 37,198,505 38,265,073

-12,962,981 -19,187,465 -22,073,870

12,210,003 18,395,931 21,385,854

（1）税収等 8,862,337 12,718,029 13,592,174

（2）国庫等補助金 3,347,666 5,677,902 7,793,680

-752,978 -791,535 -688,015

0 0 0

0 2,981 2,981

他団体出資等分の増加 0 0

他団体出資等分の減少 0 0

14,048,495 14,024,575 14,022,855

13,295,517 13,236,021 13,337,820

46,600,951 50,434,527 51,602,893

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

本年度差額

純資産変動計算書

前年度末純資産残高

純行政コスト

財源

本年度末純資産残高

資産評価差額

無償所管換等

その他

本年度純資産変動額
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４．資金収支計算書（平成 28 年４月１日～平成 29 年３月 31 日）

資金収支計算書は、単年度の資金の収支を表し、1年間の資金の増減を、業務活動収支・投資活動収支・財務活動収支の３区分にわけ、どのような活動

に資金が必要であったかを示しています。また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の金融資産の資金の金額と一致します。

用語解説（資金収支計算書）

業務活動収支

・・・日常の行政サービスを行ううえでの収入と支出との差額

を表します。

投資活動収支

・・・資産形成に関する収入と支出との差額を表します。

財務活動収支

・・・地方債等の借入による収入と償還等による支出との差額

を表します。

（その他）

基礎的財政収支（プライマリーバランス）

・・・公債の元利償還額を除いた歳出と、公債発行収入を除い

た歳入のバランスを見るものです。これがプラスになっ

ている場合は持続可能な財政運営であるといえます。

以上

単位：千円

一般等 全体 連結

1,110,274 1,661,357

1.業務支出 11,045,426 17,097,042

2.業務収入 12,117,892 18,736,875

3.臨時支出 41,541 58,541

4.臨時収入 79,348 80,066

投資活動収支 -1,032,772 -1,549,443

1.投資活動支出 2,763,523 3,448,869

2.投資活動収入 1,730,751 1,899,426

財務活動収支 -315,416 -375,031

1.財務活動支出 2,744,067 3,426,181

2.財務活動収入 2,428,651 3,051,150

本年度資金収支額 -237,914 -263,117 -126,144

前年度末資金残高 834,448 1,485,400 1,712,876

本年度末資金残高 596,534 1,222,283 1,586,733

前年度末歳計外現金残高 110,606 110,606 110,674

本年度歳計外現金増減額 2,221 2,221 2,222

本年度末歳計外現金残高 112,827 112,827 112,896

本年度末現金預金残高 709,361 1,335,110 1,699,629

※表示金額は千円単位となっており、四捨五入のため合計金額に齟齬が生じます。

資金収支計算書

業務活動収支


